
虐待を発見・発生時の報告フローチャート

・虐待を受けた(疑い含む)と思われる利用者を発見

・虐待を受けた（疑い含む）と思われる利用者を発見したと通報あり

・虐待を受けた本人からの届出

・詳細を確認し緊急性の判断

・虐待を受けた利用者の心身の状態確認

≪各市町対応窓口に報告≫

浜松市連絡先

利用者への対応 ＜児童虐待＞

・緊急性が高い場合 　・浜松市役所家庭相談窓口

　警察(犯罪) 　・浜松市児童相談所

　病院(治療) ＜障がい者虐待＞

　施設(分離) 　・浜松市障害保健福祉課

・緊急性が低い場合 　・区役所社会福祉課

　施設入所 ＜高齢者虐待＞

　緊急一時保護 　・市・区役所長寿保健課

等 　・地域包括支援センター

磐田市・湖西市別表参照

静岡県HP/浜松市HP/湖西市HP/磐田市HP週虐待防止の要綱参照

　 訪問看護ステーションやわらぎ　鹿島

状況報告

２０２４年　株式会社プレジール　虐待防止委員会　作成

発見者（報告を受けた者）

主治医 管理者 部長

状況報告

ケアーマネージャー 発見者同行
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